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士別市市民参加条例（素案）<解説なし> パブリックコメント用 

 

(目的) 

第 1条 この条例は、士別市まちづくり基本条例（平成   年士別市条例第  号）の目的や理念に基

づいて、市民が市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづく

りを進めることを目的とします。 

 

(用語の定義) 

第２条 この条例における用語を次のとおり定義します。 

(1) 市民 住民（士別市内に住所を有する人をいいます。以下、同じ。）をはじめ、市内で働く人、

市内で学ぶ人、市内で様々な社会的活動を行う人、これらの団体や企業などの法人をいいます。 

(2) 行政 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会をいいます。 

(3) まちづくり 市政を含め、よりよい地域社会をつくるために行われるすべての公共的な活動を

いいます。 

(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託のもとに、議会と行政が担う領域をいいます。 

 

(市民参加の基本) 

第３条 議会・行政は、公平に市民が市政に参加できる機会を保障するとともに、積極的にその機会

を設けます。 

２ 市民は、まちづくりの主役として、市政への積極的な参加に努めます。 

３ 市民は、市政への参加あるいは不参加を理由として、不利益を受けることはありません。 

 

(市民参加の対象) 

第４条 行政は、次の事項を実施するときは、市民参加の機会を設けます。 

(1) 総合計画の基本構想・基本計画の策定・見直し 

(2) 各施策の基本となる計画の策定・見直し 

(3) 政策に関する基本方針を定める条例の制定・改正・廃止 

(4) 市民に義務を課す条例や市民の権利を制限することを内容とする条例の制定・改正・廃止 

(5) 広く市民が利用する市の施設の新設・改良・廃止の決定と利用方法の決定 

(6) 市民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定 

(7) 前各号のほか、市民参加が必要と考えられる事項 

２ 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として市民参加

の機会を設けません。 

(1) 軽微なもの 

(2) 緊急に行わなければならないもの 

(3) 行政内部の事務処理に関するもの 

(4) 法令の規定によって実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの 

(5) 市税の賦課徴収やその他金銭の徴収に関するもの（法令で住民意見の聴取が規定されているも

のを除きます。） 

３ 行政は、市民参加の機会を設けなかった場合で、行政が必要と判断したときや市民からその理由

を求められたときは、その理由を公表します。 
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(市民参加の方法) 

第５条 行政が、市民参加を実施するときは、次の各号のいずれか、または複数の方法によって行う

ものとします。 

(1) 審議会をはじめとする附属機関等の会議の開催 

(2) 説明会・懇談会・意見交換会等の開催 

(3) パブリックコメント（意見公募）手続の実施 

(4) アンケート調査の実施 

(5) その他適切な方法 

 

(審議会をはじめとする附属機関等) 

第６条 審議会をはじめとする附属機関等の設置や取扱いなど必要な事項は、別に定めるとおりとし

ます。 

 

(附属機関等の委員の選任) 

第７条 行政は、公平で広く市民の意見等が行政運営に反映されるよう、附属機関等の委員の選任に

あたっては、特に次の事項に配慮し、その他の詳細については、別に定めるとおりとします。 

(1) 資格や特に専門性が求められるなどの特別な場合を除いて、市民を対象とした公募の委員を含

むこと。 

(2) 委員の就任期間や他の審議会等との重複については、必要最小限とすること。 

 

(パブリックコメント手続) 

第８条 パブリックコメント（意見公募）手続については、別に定めるとおりとします。 

 

(市民からの意見等の取扱い) 

第９条 議会・行政は、市民から寄せられた意見・提言・要望等（以下、「意見等」といいます。）に

対し、迅速かつ誠実に対応し、総合的に検討します。 

２ 議会・行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を市民に公表します。ただし、

広く公表することが望ましくないと認められるときは、この限りではありません。 

(1) 意見等の内容 

(2) 意見等の検討結果とその理由 

３ 議会・行政は、意見等への対応の経過についての記録を保存し、適切に管理します。 

４ 意見等のほか苦情・質問の取扱いについては、別に定めるとおりとします。 

 

(委任) 

第 10条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、別に定めます。 

 

 

附則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年 4月 1日から施行します。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行にあたって、この条例の規定と整合性を図るべき事項については、速やかに対応

します。 

 


